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白岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び 

白岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 

新 旧 

第１条 白岡市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例 

第１条 白岡市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例 

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号

に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当

該各号に定めるものに基づき、小学校就学

前子どもの心身の状況等に応じて、特定教

育・保育の提供を適切に行わなければなら

ない。 

第１５条 特定教育・保育施設は、次の各号

に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当

該各号に定めるものに基づき、小学校就学

前子どもの心身の状況等に応じて、特定教

育・保育の提供を適切に行わなければなら

ない。 

⑴ 略 ⑴ 略 

⑵ 認定こども園（認定こども園法第３条

第１項又は第３項の認定を受けた施設及

び同条第１０項の規定による公示がされ

たものに限る。）次号及び第４号に掲げ

る事項 

⑵ 認定こども園（認定こども園法第３条

第１項又は第３項の認定を受けた施設及

び同条第１１項の規定による公示がされ

たものに限る。)次号及び第４号に掲げる

事項 

⑶ 略 ⑶ 略 

⑷ 保育所 児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準（昭和２３年厚生省令第６

３号）第３５条の規定に基づき保育所に

おける保育の内容について内閣総理大臣

が定める指針 

⑷ 保育所 児童福祉施設の設備及び運営

に関する基準（昭和２３年厚生省令第６

３号）第３５条の規定に基づき保育所に

おける保育の内容について厚生労働大臣

が定める指針 

２ 略 ２ 略 

（特定地域型保育の取扱方針） （特定地域型保育の取扱方針） 

第４４条 特定地域型保育事業者は、児童福

祉施設の設備及び運営に関する基準第３５

条の規定に基づき保育所における保育の内

容について内閣総理大臣が定める指針に準

じ、それぞれの事業の特性に留意して、小

学校就学前子どもの心身の状況等に応じて

、特定地域型保育の提供を適切に行わなけ

ればならない。 

第４４条 特定地域型保育事業者は、児童福

祉施設の設備及び運営に関する基準第３５

条の規定に基づき保育所における保育の内

容について厚生労働大臣が定める指針に準

じ、それぞれの事業の特性に留意して、小

学校就学前子どもの心身の状況等に応じて

、特定地域型保育の提供を適切に行わなけ

ればならない。 

  

第２条 白岡市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例 

第２条 白岡市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例 
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（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号。以下「法」という。）

第３４条の１６第１項の規定に基づき、家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準を定めるものとする。 

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号。以下「法」という。）

第３４条の１６条第１項の規定に基づき、

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定めるものとする。 

（保育の内容） （保育の内容） 

第２６条 家庭的保育事業者は、児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準（昭和２３

年厚生省令第６３号）第３５条に規定する

内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的

保育事業の特性に留意して、保育する乳幼

児の心身の状況等に応じた保育を提供しな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２６条 家庭的保育事業者は、児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準（昭和２３

年厚生省令第６３号）第３５条に規定する

厚生労働大臣が定める指針に準じ、家庭的

保育事業の特性に留意して、保育する乳幼

児の心身の状況等に応じた保育を提供しな

ければならない。 

 


